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制度見直しに係る当面する課題

平成20年10月27日

社団法人 全国産業廃棄物連合会

中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会

廃棄物処理制度専門委員会 ヒアリング用資料

基本的な考え方

• 産業廃棄物の処理は、バッズを取り扱うものであり、
適切な規制は必要不可欠なもの。

• 法規制は、関係者全てが十分理解できるよう明快
かつ分かりやすいものであることが必須要件。

• この点から現行の廃棄物処理法制を見ると、極めて
複雑かつ読みにくいものとなっている。

• こうした観点から体系の整理も含めて、抜本的な見
直しが必要と考える。

• 一方で、上記見直しについては、かなりの時間を要
するとも思われるので、以下、当連合会として現時
点で考える当面の課題と、これに対する要望を述べ
させていただく。
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産廃処理業の「構造改革」

• 数次にわたる廃棄物処理法の改正による規
制強化

• 国及び地方公共団体による施策の展開

• 産業廃棄物処理業界をはじめとする関係者
の対応努力・自主基準等

• 不法投棄等を行う悪質業者の淘汰を進める等、
大きな効果 ⇒ 全般的には高く評価

• 産廃処理業者の成長を阻害するなどマイナス
の側面 ⇒ 効率的な３Ｒの推進等の重荷に

• １９７１年以来４０年弱を経て、廃棄物処理法が
時代に不適合になっている面

「規制強化」に重点を置いた構造改革

産業廃棄物処理業者の問題意識
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現行制度等の具体的な課題と主な要望事項

1. 県・政令市ごとの許可制度

2. 欠格要件・義務的許可取消

3. 地方公共団体の独自ルール（地
方ルール）

4. 手続きにしばられた経営

5. 排出事業者の明確化

6. 全ルートにわたっての法の的確な
執行

7. その他の問題

• 業許可の広域化

• 業務性等に着目した要件の見直し
等

• 必要性の乏しいルールの合理化等

• 機動的な経営を可能とする適切な規
則

• 建設工事に係る排出者定義を法的
に明確化

• 特に自社処理への指導の徹底

• 経理的基礎の審査、安定型処分場、
保管基準等の問題に対する適切な
対処

要望事項（１） 「業許可の広域化」
効率的な３Ｒ、適正処理の推進のため広域処理が不可
欠なケースも多いが

現行の産廃処理業許可制度では

1. 産廃処理収集運搬事業を全国展開するには107件（47
都道府県＋60政令市）の業許可が必要。さらに特別管
理産業廃棄物も含めれば業許可は214件に。これらに
５年ごとの更新、変更許可、変更届がついてまわること
になる。

2. 許可にかかる審査は共通であり、県・市ごとの許可とす
る意味が理解できない。

3. しかも県・市ごとに独自の地方ルールがあり（後述）、事
務負担が一層増大。
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要望事項（１） 「業許可の広域化」（続）

• 許可手続きに係る業者の事務負担があまりに大き過
ぎ、かつ、重ねて審査する意味はない。さらに都道府
県・政令市においても、重複した事務・事業に多くの
人・時間を使っていることになる。

• 新規許可、５年ごとの更新許可のみならず、変更許可、
変更届に係る事務も官民ともに重複かつ膨大である。

（例）役員の異動⇒全許可権者に変更届⇒全都道府県市で欠格要件に該当
の有無の審査。

• 大臣許可あるいは本社所在地等のみの許可で全国
展開できる等、業許可を広域化していただきたい。

業許可を保有するために必要な事務負担の例（Ａ株式会社の事例）

● Ａ社が保有する業許可件数
①収集運搬業 ９９件（普通産廃５８件、特管産廃４１件）

②処分業 ６件（普通産廃３件、特管産廃３件）

● 過去５年間の「更新許可申請」
①申請に要した費用の総額（申請手数料、事務費、人件費、交通費等の合計）

１，７５０万円 うち申請手数料 ７９１万円
②申請件数 １０５件（収集運搬５８件、特管収集運搬４１件、処分３件、特管処分３件）

③申請先の都道府県・政令市数 ５８件

● 過去５年間の「変更許可申請」
①申請に要した費用の総額 ２６７万円 うち申請手数料１７２万円
②申請件数 ２４件（収集運搬１１件、特管収集運搬１３件）

③申請先の都道府県・政令市数 １５件

● 過去５年間の「変更届」
①届出に要した費用 ２１８万円（届出手数料は無料）

②届出件数 ８１６件
③届出先の都道府県・政令市数 ５８件
④変更届が必要となった事項 軽微な設備変更１件、車両変更１１件、役員変更等３件
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要望事項（２） 「欠格要件・義務的許可取消の見直し」

• 「裁量的取消」を採用していただきたい。

• 「５年間申請不可」を原則撤廃していただきたい。

• 連鎖取消を原則撤廃していただきたい。

• 法人取消の際の役員等の扱いを合理的なものとし
ていただきたい。

当業界から暴力団等の影響を排除することについては厳格に
対処していただきたいものの、現行の欠格要件制度では

１．業務性の有無に関係なく義務的に許可取消。
２．許可取消後は、許可申請が画一的に５年間不可。
３．法人が許可取消となれば、その原因にかかわらず一律に全
役員、全大口株主等が欠格要件該当者となり、広範囲に影響
し、他の法人にまで連鎖する等の問題がある。

欠格要件・義務的許可取消による歪み

• ある役員が業務と無縁な案件で、破産。⇒欠格要件に該当。
• 役員が欠格要件に該当すれば、ただちにその法人の許可取消とな

る（義務的許可取消、該当者の取締役解任をしても意味を認めず）。
• 法人が許可取消を受けると、その時の全役員（社外取締役、監査

役も含む）、大口出資者、大口融資者は全て欠格要件該当者とな
り、以後５年間業を起こすことは不可となる。⇒欠格要件の連鎖

• 取締役会で決議した業務に伴うものならば、上記対応も当然かもし
れないが、業務関連か否か、故意か過失かという一切の事情を考
慮せず、さらに社外の者まで連鎖させる現行規定はあまりに過酷
なもの。

• 環境ビジネスとして成長するためには、業務提携、資本提携、社外
取締役の活用によるガバナンスの向上といった手段は不可欠であ
るところ、あまりにこうした方向を阻害する。
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要望事項（３） 「地方ルールの合理化」

• 地方ルールのうち、業者に対する過剰と思われる手
続き等を廃止する等、合理化していただきたい。（環
境省は強力な指導力を発揮するか法定するか等に
より整理を進めていただきたい。）

現状の地方ルールの問題点

許可事務を取り扱う107の地方公共団体が、許可申請手続き等
において、廃棄物処理法の規定の有無に関わらず、独自のルー
ルを課しているケースが多い。
代表的な事例として、①許可申請における「事前協議手続き」の

上乗せの問題（住民同意の取得等）、②不統一な申請書類様式・
過剰な書類の問題、③レンタル車両の利用にかかわる問題など。

要望事項（３） 「地方ルールの合理化」①
許可申請における「事前協議手続き」の上乗せの問題（ここでは例として

「住民同意取得」について記す）

• 施設設置に際し、関係住民の同意書を添付させる
行政指導要綱はまだまだ数多い。（次頁）

• 平成９年改正を踏まえ厚生省（当時）では、要綱の
見直しを要請したもののさしたる効果は上がってい
ない。

・平成９年改正でキーコン
セプトとされた「産廃処理
をめぐる悪循環」はいま
だ断ち切れていない。

最終処分場の
逼迫・立地困難

不法投棄等による
環境汚染

建設の見込みが不明確

都道府県等の要綱
規制（地元同意等）

建設反対

住民の不信増大

（「周辺地域に居住する者等の
同意を事実上の許可要件とする等の法に定
められた規制を超える要綱等による運用につ
いては、必要な見直しを行うことにより適切に
対処されたい。」旨の通知）
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住民同意書の添付を必要とする要綱の例

Ａ 県産業廃棄物処理指導要綱（抜粋）

（目的）

この要綱は、Ａ県生活環境の保全に関する条例（平成13年Ａ県条例第７号）第94条の規定に基
づき、産業廃棄物を処理する施設の設置について、必要な事項を定めることにより、適正な産業廃
棄物の処理施設の確保と処理の推進を図ることを目的とする。 ＜中略＞

第８条 処理業者は、産業廃棄物の処理施設の設置等について、次の各号に掲げる者の同意書を得
なければならない。ただし、地域の環境等の状況により、知事が必要と認めた場合には、同意書の
取得範囲を変更することができる。

(１) 隣接地（計画地の敷地境界からおおむね20メートル以内）の土地所有者及び現に土地使用権原
を有する者

(２) 次に定める範囲内に居住する者（世帯主）及び事務所、店舗等の代表者又は責任者の総数の５
分の４以上のもの

イ 政令第７条第14号イに規定する場所、同号ロに規定する場所でその面積が3,000㎡以上のもの
及び同号ハに規定する場所でその面積が1,000㎡以上のものにあっては、計画地（ただし、産業廃
棄物の処理施設の用に供する私道は除く。ロ、ハ及びニにおいて同じ。）の敷地境界から1,000
メートル以内 ＜中略＞

第９条 １項～３項略

４ 前項の同意書は、往復はがきを使用することとし、次に定める事項を記載しなければならない。

(１) 処理業者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び所在地） ＜以下略＞

要望事項（３） 「地方ルールの合理化」②
不統一な申請書類様式・過剰な書類の問題

• 不統一な様式例

• 車両写真の撮り方等の指示が許可権者によ
り異なる例

• 業の許可申請に際し、排出事業者との契約
書を求められた例

• 従業員の名簿提出を求められた例
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不統一な様式の例
（事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法）

Ｂ 県様式 Ｃ 市様式

車両写真の撮り方等の指示が異なる例

Ｄ 県様式
Ｅ 県様式
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業の許可申請に際し、排出事業者と
の契約書を求められた例
Ｆ 県産業廃棄物処理業許可事務関係取扱要領

（抜粋）

• 委託契約書の写し

更新許可申請の場合には、委託基準遵守の確
認のため、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の
処分に係る委託契約書の写しを添付させること。な
お、事業計画のすべてに係るものを添付する必要
はなく、すべての許可品目を確認できる一部の事業
計画に係るもののみの添付で構わないこと。

許可申請時に発生フローシートの添付を求められた例

Ｇ 県産業廃棄物処理業許可事務関係
取扱要領 （抜粋）

発生フローシート
ア 発生フローシートは、事業場ごとに事業活動
における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄
物の発生過程、種類及び性状並びに処理委
託予定業者名が具体的に記載されたものであ
り、排出事業者の住所及び氏名（その事業場
の代表者等に委託契約を締結する権限が委
任されている場合には事業場の所在地及びそ
の代表者等の氏名）が自署又は記名押印され
たものであること。

なお、中間処理業者から委託を受ける場合
には、中間処理産業廃棄物の発生過程等が
記載され、その中間処理業者の住所及び氏名
が自署又は記名押印されたものであること。

イ 排出施設が政令別表に掲げる施設に該当す
る場合は、その施設名等を具体的に記載させ
ること。

ウ 発生フローシートでは廃棄物の種類が判別し
にくい場合は、必要に応じて､写真を添付させ
ること。 （以下略）

Ｈ 市様式
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従業員の名簿提出を求められた例

Ｉ 県様式 Ｊ 県様式

レンタル車両の利用にかかわる問題事例

レンタル車両の利用が一応許されてい
るものの、実際に利用することは困難な
事例

Ｋ 市 許可申請の手引（抜粋）
○○○○

××××

□□□□

レンタル車両の利用が許されてない事例

Ｌ 県 許可申請の手引（抜粋）
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要望事項（４） 機動的な経営を可能とする
適切な規制へ

• 廃棄物の排出はコンスタントなものではない。特
に建設系廃棄物の排出は量の変動が著しい。

• ピーク需要に効率的に対応するためには、運搬車
両の一時的な借上げが不可欠。

• 現行制度では運搬車両は運搬施設とされ、その
増減は施設の変更として届出を要するとされてい
る。

• また、地方によっては長期の借上げ以外の借上
げを認めないとする運用もある。

• 許可申請時と同種の車両の増減は届出不要とす
る等弾力的な経営ができる措置をお願いしたい。

要望事項（５） 「排出事業者責任の明確化」

• 建設工事に係る廃棄物について、排出者定義を立
法的に整理すべきである。

現行の「元請責任」の問題点

1. 建設工事における排出事業者は、「原則として元請事業者が
該当する」とされているものの、業務内容によっては、元請及び
下請が排出者に該当する場合や、下請が排出者に該当する場
合があることとされている。

2. 自らが排出者であると解釈した下請業者が、自社処理であると
して特段の手続きもとらず廃棄物の運搬・保管等を行い、不適
正処理につながっているケースが多い。これには、自社処理と
なると厳格な法執行をためらいがちな行政側の対応の問題も
ある。
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要望事項（６） 全ルートにわたっての法の公平か
つ厳正な執行を

• 事業者自らが処理をする際、通常はなんの事前手続きも必要とされてい
ない。

• したがって、廃棄物の運搬・保管等の処理をするにしても、場所等の情報
はなく、監視も遅れがちとなる。

• くわえて、廃棄物処理基準や保管基準は法律上は事業者処理において
も、許可業者処理においても等しく適用されているとはいいながら、
– 許可業者の場合には改善命令、措置命令だけでなく、事業停止命令や許可

取消処分といった多様な手段が利用可能であるのに、

– 事業者の場合は改善命令、措置命令だけであること等からか

実際上の法の適用はかなり異なるものとなっていると感じている。

• 排出者定義が不明確こともあり、建設工事の下請け業者による自社処
理と称しての不適正保管→放置がみられる一因となり、産業廃棄物処理
についての不信感の増大を招いている。

• 廃棄物処理の信頼性確立のためにぜひ、公平かつ
厳正な法執行をお願いしたい。

要望事項（７） その他

１．業・施設許可における「経理的基礎」

の審査

２．安定型処分場の問題

３．保管基準の問題

上記は基本的には政省令事項等であると考えるが、
次頁以降の問題意識を持っている。
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• 申請者、審査者とも、判断基準が明確でなく対応が
困難となっている。（「将来にわたり経理的基礎が確
実にある。」とすることを求めるならば、市場経済の
もとでは本質的に不可能なことを求めていることに
なる。）

• 行政判断が司法により覆ることもあり、不安定であ
る。

• そもそも認可事業でなく「禁止の解除」である産廃処
理業許可・施設設置許可に、この条項が必要なの
かとの疑問もある。

• せめて建設業法なみの「経理的基礎を有しないこと
が明らかな者でないこと」と整理できないか。

（７-１） 業・施設許可における「経理的基礎」の審査

（７-２） 安定型処分場問題

• 「可能性は否定できない」との論理で、司法に
より行政判断（許可処分）が否定される例が
ある。

• 平成11年以降、強化された基準のもとでの実
態を評価の上、これらの不安に適切に対処さ
れたい。

• もちろん強化された基準のもとでも問題が明
らかになれば、必要な見直しを行うべきと考
えている。
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（７-３） 保管基準問題

1.平成9年度の政省令改正により、当時問

題を起こしていた建設廃棄物及び廃タイ
ヤについて、処理施設での廃棄物の保管
量上限規制が導入された。

2.その後、平成12年の政省令改正によって、

保管量上限規制が全産業廃棄物に拡大
されたが、これにより適切なリサイクルの
実施等に支障をきたしている例がある。

まとめ
• （社）全国産業廃棄物連合会としては合理性のある
適切な規制が廃棄物処理のあらゆるルートに厳格
に執行されることは健全な業運営の基礎であると認
識。

• しかし、厳しい経済環境の中で自立した環境ビジネ
スとして持続性を維持するには経営基盤の強化が
可能なソフトインフラ（法制度）が不可欠。

• さらなる３Ｒの推進や地球温暖化対策への貢献の
ためにもご配慮をお願いしたい。

ご清聴に感謝
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（社）全国産業廃棄物連合会の概要・活動

連合会の組織
各県ごとに設立された○○県産業廃棄物協会を会員とする連合会

正会員は４７社団法人

各県協会に参加する企業会員数は約１．６万社

連合会の主な活動（数値は、平成１９年度実績）
適正処理の推進

マニフェストシステムの普及促進
番号管理されたマニフェスト用紙の頒布（建設系を含め３３００万枚）

「マニフェストシステムがよくわかる本」の配布（５０００部）

電子マニフェストの普及促進（説明会５０箇所）

地球温暖化対策
全国産業廃棄物連合会環境自主行動計画を策定（２００７．１１）

地球温暖化対策推進のためのパネル、パンフレット、対策事例集を作成

各種自主基準の策定等
感染性廃棄物処理自主基準

建設廃棄物処理自主基準

ダイオキシン対策焼却自主基準

産業廃棄物最終処分場維持管理マニュアル

産業廃棄物処理委託契約の手引きなどを策定、普及推進

（ご参考）

（社）全国産業廃棄物連合会の概要・活動（続）

人材及び優良事業者の育成の推進

許可申請等に関する講習会（財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催）の実施協力
新規許可申請に関する講習会（収集運搬課程 １５４会場 １万６，７４９名 処分課程 ２８会場 １万２，７２３名）

更新許可申請に関する講習会（収集運搬課程 １１９会場 １万３，４４６名 処分課程 ２８会場 ２，２０６名）

特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会（１５８会場 ２万２，９０９名）

産業廃棄物処理実務者研修の開催
基礎コース（１２会場 １，４５９名）

産業廃棄物処理業従事者能力アップセミナーの開催
営業コース（５会場 ９２名）

現業管理コース（５会場 ７５名）

最終処分場関係研修会等の開催

最終処分場維持管理技術研修会（福岡市最終処分場等施設 ２回 ７５名）

最終処分場維持管理マニュアル説明会（１０回 ６５３名）

労働安全衛生の取り組み
リスクアセスメント推進研修会（各県協会主催）の開催（参加企業２，９３１社 ３，０２５名）

広報活動

「産業廃棄物と環境を考える全国大会」の開催

産業廃棄物総合専門誌「月刊いんだすと」の発行

組織活動
産業廃棄物処理業に関わる技術的あるいは制度的な課題等を検討する委員会（法制度、マニフェスト推進、教育研修、

災害廃棄物対策、安全衛生）及び部会（収集運搬、中間処理、最終処分、医療廃棄物、建設廃棄物）の開催 等


